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「千歳市立図書館」 管理業務仕様書 

第１ 目 的 

本仕様書は、千歳市立図書館の管理運営について、指定管理者が行う業務の範囲及び内容等を

定めることを目的とします。 

 

第２ 千歳市立図書館の管理運営に関する基本的な考え方 

千歳市立図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公

衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資すること（図書館法第二

条）を目的として設置され、市民の生涯学習・社会貢献活動の支援や地域の歴史・文化の

蓄積、市民ニーズへの対応を行うとともに、小中学校等の教育機関や他の図書館と協力・

連携の上、継続的推進を図ってきました。 

このような設置目的や図書館事業のほか、次に掲げる７項目を重点目標とし、市民に信

頼され、親しまれる図書館運営の継続を目指します。 

なお、指定管理の実施にあたっては、千歳市と密接に連携した取組みが必要であること

から、千歳市第７期総合計画や千歳市教育振興基本計画、千歳市子どもの読書活動推進計

画等に基づき事業を推進するものとします。 

１ 千歳市立図書館の運営重点目標 

(１) 市民の声を大切にし、市民と協働して創る図書館 

(２) 市民の求める資料、情報に応えることができる図書館 

(３) 市民生活や地域の要求課題に役立つ図書館 

(４) 温かさとやすらぎが感じられる図書館 

(５) 子どもへのサービスを重視する図書館 

(６) 高齢者、障がい者へのサービスを重視する図書館 

(７) 市内のどこに住んでも、だれにでも利用しやすい図書館 

 

第３ 法令等の遵守 

管理運営にあたっては、本仕様書に定めるもののほか、次の各項に掲げる法令等に基づき運

用すること。 

（１）千歳市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例 

（２）千歳市立図書館条例同条例施行規則 

（３）千歳市情報公開条例及び同条例施行規則 

（４）千歳市個人情報の保護に関する法律施行条例及び同法律施行細則 

（５）労働関係法令（労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等） 

（６）地方自治法及び同法施行令 

（７）個人情報の保護に関する法律 

（８）著作権法 

（９）社会教育法 

（10）図書館法 

（11）その他関係法令・条例・規則等 

 

第４ 施設の概要 

１．名  称  千歳市立図書館 

 ２．所 在 地  千歳市真町 2196番地の１ 
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３．構  造  鉄筋コンクリート造一部鉄筋鉄骨コンクリート造 地上２階 地下１階 

４．面  積  敷地面積  １３，０６２.０８０㎡ 

         建築面積   ２，２３３.８７３㎡ 

         延床面積   ２，８１５.５８６㎡ 

５．開  館  昭和 63年２月 

６．施設内容 

［１ 階］(2,130.256 ㎡) 

一般閲覧室    677㎡（収容冊数 12万冊） 

新聞雑誌コーナー  84㎡ 

  ＡＶコーナー    99㎡（19ブース） 

児童閲覧室    346㎡（収容冊数４万冊） 

閉架書庫      113㎡（収容冊数 10万冊） 

ＢＭ書庫      49㎡（収容冊数３万冊） 

ＢＭ車庫      90㎡（ＢＭ車２台収容可能） 

カウンター     40 ㎡（図書館情報システム端末機９台（図書貸出・返却等用５台、利

用者図書検索用４台）、利用者新聞検索用端末１台） 

事務室      104㎡（館長用パソコン１台、図書館情報システム管理用パソコン６台、

図書館情報システム用プリンター１台、新聞検索管理用端末１台、

防犯カメラ制御用パソコン１台） 

 共用       528.256㎡（通路・トイレ等） 

［２ 階］(380.140 ㎡) 

ＡＶ室     116 ㎡ 

会議室      65 ㎡ 

ラウンジ     65 ㎡ 

共用      134.140 ㎡（通路・トイレ等） 

［地 階］(305.190㎡)   

 機械室      191㎡ 

電気室       39㎡ 

共用        75.190㎡（通路等） 

［主要機器類］ 

冷温水発生器        冷凍能力 246Kw  暖房能力 295Kw １台 

  温水発生器（暖房・給湯用） 缶体出力 233Kw １台 

空調機                    ３台 

契約電力（種別：業務用ウイークエンド電力） 107Kw 

［その他］ 

駐車場（102台収容可能）、駐輪場（60台収容可能） 

移動図書館     車種    いすゞ・エルフ３人乗り（４ＷＤ、トラック改造車） 

          書架    内書架式 

          積載冊数  約 2,600 冊 

          巡回ステーション数 42 箇所  

          巡回周期  月２回 
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第５ 業務の範囲に関する事項 

１ 指定管理者が行う業務       

（１）施設の運営に関する業務 

（２）施設及び設備の維持管理に関する業務 

（３）千歳市等の事業・行事等に関する協働業務 

（４）上記業務に必要な管理運営体制の構築 

（５）その他関連する業務 

２ 千歳市または教育委員会が行う業務 

（１）行政財産の目的外使用にかかる事務等 

地方自治法第 238条の４第４項及び千歳市公有財産規則第 22条第２項の規定による施設内

の行政財産の目的外使用に関わる業務は、教育委員会が行います。 

〇行政財産の目的外使用許可一覧（R6.4現在） 

ア 自動販売機（設置者：北海道コカ・コーラボトリング㈱、機種：カップ式販売機） 

  自動販売機の電気料は、指定管理者が子メーターを検針し、数値を確認後に請求書を

作成し、設置業者に請求することとします｡ 

イ 大気汚染状況表示盤（環境モニター。設置者：北海道環境生活部循環型社会推進課） 

環境モニターの電気料は、指定管理者が所定の料金を設置者に請求することとします。 

（２）修繕業務 

修繕については教育委員会と指定管理者が協議のうえ、１件当りの費用が 10万円以上（消

費税及び地方消費税を含まない。）の修繕、及び指定期間内の修繕費の累計額が 4,946,400円

（消費税及び地方消費税を含まない。）を超えた以降の修繕は教育委員会が業務を発注し、費

用を負担するものとします。 

（３）賃貸借契約業務 

図書館情報システム賃貸借契約業務は、教育委員会が行い指定管理者に貸与します。 

指定管理者は図書購入等に係る円滑な業務を行うために、貸与された情報システムに株式

会社図書館流通センターが提供する新書等の図書情報を取り込めるＴＯＯＬi システムの使

用に係る契約を締結してください。 

 

第６ 管理運営の基準に関する事項 

１ 管理の基準 

（１）開館時間、休館日 

開館時間及び休館日については、以下に定める日、時間を基本とし、指定管理者指定申請

書において延長の提案をすることができます。 

ア 開館時間：午前 10時から午後６時まで 

イ 休館日 

・毎週月曜日（月曜日が休日の場合、休日の翌日） 

・年末年始 （毎年 12月 28日から翌年１月４日まで） 

・館内整備日（毎月最終金曜日。休日の場合、休日の前日） 

  ・図書資料の管理及び蔵書点検期間（年 10日間以内で指定管理者が定める期間） 
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（２）個人情報の取り扱いに関する事項 

指定管理者は、本事業の遂行に当り、特定の個人が識別され、または認識され得るものの

取り扱いについて、次の事項を遵守すること。 

ア 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律、千歳市個人情報の保護に関する法律施行

条例、その他関係する法令規則の定めるところにより、個人情報の適正な取り扱いについ

て必要な措置を講じなければならない。 

イ 指定管理者及び指定管理業務に従事する者は、当該業務の実施に関して保有する情報及

び当該業務の実施によって知り得た個人情報について、外部へ漏らし、又は他の目的に使

用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。 

（３）情報公開 

指定管理者は、千歳市情報公開条例を遵守するとともに、指定管理業務の執行に当り作成

し、又は取得した文書等について、公開の必要な情報に関する開示請求について、適切に対

応するとともに、必要な措置等を講ずるものとします。 

（４）その他 

指定管理者は、市民サービスの向上につながると判断される場合は、事前に教育委員会の

許可を得て、自ら飲食物販を行うことができます。この場合、千歳市財産条例の規定による

行政財産の目的外使用に対する使用料を市に支払うことになります。 

２ 庶務業務（別紙１） 

  指定管理者は、施設の機能と環境を良好に維持し、サービス提供が円滑に行われるよう、施

設設備の安全点検、避難訓練など、保守及び法定の点検など管理業務を適切に行うこと。   

（１）施設の保守管理業務 

日常的、定期的な施設・設備の点検、補修を行うとともに、施設・設備を安全かつ安心し

て利用できるよう保全に努め、安全面、衛生面、機能面が確保されるよう適切に管理するこ

と。不具合を発見した際は、速やかにその改善が図られるよう、適切に対処すること。 

（２）警備業務 

施設の防火、防犯及び防災に万全を期し、財産の保全を図り、利用者が安全に安心して利

用できるよう、警備業務を適切に実施すること。なお、施設の管理上適当でないと認める者

に対し、施設への入場を拒否し、または施設からの退場を命ずることができます。 

（３）環境衛生管理業務 

施設の環境を維持し、快適な環境を保つこと。 

（４）設備機器の保守点検業務 

設備機器等の安全確保及び適切な管理運営のために、システムの保守点検等の必要な処置

を講じること。また、故障等の緊急時には迅速に対応できる体制を確保すること。 故障等の

発生や短期間のうちに故障が発生すると見込まれる場合は、速やかにその改善が図られるよ

う適切に対処すること。 

（５）清掃業務 

全館の施設等について、良好な衛生環境、美観の維持に心がけ、公共施設として快適な空

間を保つために必要な清掃業務を実施すること。 

（６）修繕業務 
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修繕については指定管理者と教育委員会が協議のうえ、１件当たりの費用が 10 万円未満

（消費税及び地方消費税を含まない。）の修繕は、指定管理者が業務を発注し、費用を負担す

ること。ただし、指定期間内の修繕費の累計額が 4,946,400 円（消費税及び地方消費税を含

まない。）を超えた場合、以降の修繕は教育委員会で行うものとする。なお、修繕費を既に負

担済の修繕費に加えた合計額が 4,946,400 円を超える場合、4,946,400 円との差額は指定管

理者が負担するものとします。 

３ 奉仕業務（別紙２） 

 （１）指定管理者は、関係する条例、規則等に基づき、利用者登録・更新や図書の貸出・

返却等の窓口サービス業務、購入資料の選書・登録・装備等の資料受入業務、汚損・

破損した図書の修理等の資料管理業務を行うこと。 

 （２）図書館に足を運ぶことが困難な市民が図書館サービスを利用できるよう、移動図書

館の運行、予約図書等の取次ぎ、団体貸付や宅配サービス等の業務を行うこと。 

 （３）図書館サービスの利用促進を図るための方策を検討し、実施すること。実施にあた

っては、事前に教育委員会へ報告を行うこと。 

 （４）職員の接遇対応や能力向上を目的とした研修を定期的に行うこと。 

 （５）司書資格受講学生等の実習生の受入れを行うこと。 

 （６）図書館協議会等が開催する会議や研修に参加すること。 

４ 児童奉仕業務（別紙３） 

  （１）図書館司書によるおはなし会を開催し、子どもが読書に親しむ機会を提供すること。 

 （２）幼稚園や保育所など、子どもが集まる施設に図書の団体貸出や映画上映などの支援

を行うこと。 

 （３）図書ボランティア団体の活動を支援し、ボランティアの養成を図ること。 

 （４）ブックスタート業務を行うこと。 

５ 学校図書館等支援事業（別紙４） 

（１）市内小中学校等に対し、図書の団体貸出や職業体験の受入などの支援を行うこと。 

 （２）学校図書館司書、学校図書ボランティアを対象とした、図書の管理等に関する講習を開

催すること。 

６ 読書活動推進事業（別紙５） 

（１）市民の読書活動の推進のため、「別紙６」の業務項目について企画立案し、実施すること。

実施にあたっては、市民のニーズの把握に努めるとともに、対象やテーマの偏りに留意する

こと。 

（２）上映会で使用するＡＶソフトの使用については、社団法人日本図書館協会と社団法人日本

映像ソフト協会が合意締結した別添「管理業務仕様書に係る別添資料１」を遵守すること。 

７ 危機管理 

指定管理者は、自然災害、人為災害、事故及び自ら原因者・発生源になった場合などあらゆ

る緊急事態、非常事態、不測の事態に備え、危機管理体制を築くとともに、危機管理マニュア

ルを作成し、災害時の対応について随時訓練を実施し記録すること。 

また、災害発生時には、避難所等としての役割を担うことが想定されることから、開設準備

等の初動対応を含め、災害対応に協力すること。 



6 

※ １から７までの業務について 

業務の詳細は本仕様書のほか、別添「管理運営業務に係る処理要領」のとおりとします。 

なお、業務の全部又は一部（個人情報処理を含む。）を第三者に委託し、又は請け負わせるこ

とはできないものとしますが、「別紙６ 千歳市立図書館施設管理委託業務」については、第三

者に委託することができるものとします。 

 

第７ 業務体制の基準に関する事項 

１ 職員の配置等 

  施設の安全で効果的・効率的な管理運営を図るため、次の点に留意し職員を配置すること。 

（１）業務に支障が生じないよう、人員を配置すること。 

（２）館長は施設の管理運営に必要な知識・経験、力量を有する者とすること。 

（３）職員の７５％以上（運転業務者を除く）を図書館司書資格保有者とし、できるだけ実

務経験者を配置すること。 

（４）窓口責任者は、常勤で３年以上図書館勤務の経験を有すること。 

（５）職員は、直接雇用とし、常用雇用者は保険・年金に加入すること。 

（６）サービス向上を図るため、業務の見直し、改善に努めるほか、職員が業務を理解し、適切

に処理できるよう、必要な情報の共有を図るとともに、職員の技能向上等に努めること。 

（７）事業運営を円滑に図るため、安定的な人員体制を継続すること。人員体制を変更する場合

は、事前に教育委員会と協議すること。 

（８）施設・設備の管理運営に必要な専門的な知識、経験、資格を有する者を配置すること。委

託が可能な場合においては、必要な知識、経験、資格を有する専門の業者への業務委託を行

い、適切に業務を執行すること。 

  ア 図書館司書               職員の７５％以上（運転業務者を除く）  

イ 中型以上の自動車運転免許有資格者    ２名以上 

ウ 甲種防火管理者資格（消防法）      １名以上 

エ ボイラー技士免許（労働安全衛生法）   １名以上 

オ 乙種第４種類危険物取扱者免状（消防法） １名以上 

カ 電気主任技術者（電気事業法）      １名以上 

キ 消防用設備等点検資格者（消防法）    １名以上 

 

 

 

 

 

 

 

第８ 備品等に関する事項 

１ 備品台帳の管理及び備品の貸与等 

（１）指定管理者は市の会計事務処理のため、千歳市会計規則（昭和 39年千歳市規則第 25号）

※参考 市直営最終年の職員体制 

（１）千歳市正職員    ５名 （館長、係長２名、係員２名） 

（２）第１種非常勤職員 １４名 （図書館司書１２名、移動図書館車運転者２名）（週 29時間勤務） 

（３）臨時職員      １名 （週 29時間勤務） 

合   計       ２０名 
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第 77条の規定に準じて図書資料以外の備品台帳を備えること。 

（２）図書資料については、帳簿の内容を図書館情報システムのデーターベース（媒体：ハード

ディスク）に記録し、管理する。 

なお、図書資料は従前のバーコードラベルを継続して使用し管理すること。 

（３）令和６年４月１日現在の図書資料以外の備品は別添「管理業務仕様書に係る別添資料２」、

図書資料は別添「管理業務仕様書に係る別添資料３」、のとおりとし、その全部を無償で貸与

するものとする。 

（４）貸与する備品等及び新たに指定管理者が購入・調達する備品等は次のとおり取り扱う。 

ア 指定管理者は指定期間中、備品等を常に良好に保つものとし、故意又は過失により備品

等を滅失し、又はき損したときは賠償すること。 

イ 備品等が経年劣化等により使用に供することができなくなったときは、市との協議によ

り、市の費用をもって当該備品等を購入し、又は調達する。 

ウ 指定管理料によって購入又は調達された備品及び図書資料等は市の所有に属する。 

エ 指定管理者は、その任意により備品等を購入し、又は調達して指定管理業務に使用する

ことができる。 

オ 指定期間が満了したときは、市が貸与した備品及び指定管理料によって購入又は調達さ

れた図書資料等については、市又は市が指定する者に引き継ぐ。また、指定管理者が任意

により購入し、又は調達した備品等については、原則として指定管理者の費用で撤去する。 

ただし、市と協議して合意した場合は、市又は市が指定する者に引き継ぐことができる。 

カ 移動図書館車については、指定期間中、無償で貸与する。なお、維持管理費（保険料、

車検代、燃料費・修繕費等）は指定管理料に含む。 

（５）備品台帳に登載のない次の物品については、備品と同様の取扱いとする。 

ア 図書館情報システム（賃貸借物品） 

管理用：デスクトップ型８台、ノートブック型３台 

利用者用：デスクトップ型１台、タブレット型３台 

専用プリンター１台 

ハンディターミナル等付属品１式 

イ 図書館ホームページ作成用パソコン １台（館長用） 

  ウ 新聞検索用パソコン        ２台（管理用１台、利用者用１台） 

 

第９ 指定管理に要する経費等について 

１ 事務費等 

指定管理者の予算の範囲内で執行すること。コピー機は指定管理者が設置し、事務所用とし

て利用するほか、施設利用者の使用の要請に応じるものとする。なお、施設利用者から徴収す

るコピー料については、教育委員会と協議のうえ単価を定め、指定管理者の収入とする。 

２ 図書資料等の購入費 

（１）図書資料（図書・ＡＶソフト）については、指定管理者の予算の範囲内で、内容、ジャ

ンルの他、蔵書廃棄冊数を勘案のうえ、現状の蔵書冊数を著しく下回らないように購入する

こと。なお、図書資料の購入費には図書の装備（カバーリング）、バーコードラベル貼
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り、背ラベル貼りを含むものとする。 

（２）新聞、雑誌、年版類及び追録については、指定管理者の予算の範囲内で購入又は支払う

こと。なお、新聞及び雑誌の購入については、別添「管理業務仕様書に係る別添資料３」

のとおり、これまでの種類、数量及び保存年限等を継続すること。 

３ 図書宅配料 

  道立図書館や他図書館との相互貸借用、郡部の小中学校の宅配及び宅配サービス用とし

て図書輸送費を指定管理料の予算で執行すること。 

４ 管理費 

電気、ＬＰガス、水道、電話、放送受信料などの公共料金は、使用者の名義変更を行い、指

定管理者の予算で執行するものとする。 

  ○電話回線（Ｒ6.4.1現在） 

一般電話：４回線 【内訳】通話用（ＦＡＸ、警備回線を含む） ３回線 

図書館情報システム用       １回線 

   ※その他、移動図書館車と本館との連絡用の携帯電話を指定管理者で１台用意すること。 

５ 会計 

（１）施設の安定的かつ効率的な管理運営のため、本業務に関する資金（協定書に定める管理費

用及びコピー料。以下「事業費等」という。）を適切に管理すること。 

ア 本業務と指定管理者が行っている他の事業との経理を区分し、年度ごとに本事業に関す

る収支その他経理に関する帳簿、記録等を整備すること。 

イ 事業費等の適切な管理を第三者による監査などの客観的な方法で点検・確認すること。 

（２）現金等の適正な取扱 

ア 現金等の取扱や保管・管理方法などを整理し、適切に管理すること。 

イ 現金等の取扱に関し事故、不祥事を未然に防ぐ仕組みを構築すること。 

ウ 現金等の取扱に関して、事故、不祥事が発生した場合には、当該事実を確認した日時、

事実の概要を記録するとともに、当該事実等について速やかに教育委員会に報告すること。 

６ 車両配置 

図書取次サービス業務先（東部、支笏湖、向陽台の各支所）及び「すみれ文庫」等への連絡

や図書搬送等用等の車両を独自に配置すること。 

７ 協定書締結時 

指定管理者は協定の締結に必要な収入印紙を負担するものとします。 

 

第 10 定期報告等に関する事項 

１ 事業計画書 

  指定管理期間中、毎年度３月１日までに、次の事項を記載した翌年度の事業計画書を教育委

員会に提出し、確認を受けるものとする。 

（１）指定管理業務に係わる翌年度の収支予算案 

（２）自主文化事業の事業計画 

（３）その他、教育委員会が必要と認める事項 

２ 事業報告 
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指定管理者は、次に掲げる事項を記載した事業報告書を、毎年度終了後 30日以内に教育委員

会に提出しなければならない。 

（１）本業務の実施状況及び施設の利用状況 

（２）管理にかかる経費の収支状況 

（３）その他、教育委員会が必要と認める事項 

３ 定期報告 

（１）指定管理者は、次の事項を記載した月例報告書を毎月５日（休日の場合は直後の平日まで         

に教育委員会に提出する。（代表印の押印を省略及びインターネットでの提出を可とする） 

ア 本業務の実施状況 

イ 施設の利用状況 

ウ 収支状況 

エ その他、教育委員会が必要と認める事項 

（２）図書資料の選定及び購入状況、除籍状況、督促状況、蔵書点検等の結果を定期的に教育委

員会に報告すること。 

４ モニタリング 

指定管理者は「千歳市指定管理者モニタリング指針」に定める利用者アンケート調査等、指

定管理者が行う事項を実施するとともに、千歳市が行う評価に協力しなければならない。また、

評価結果に基づき改善指導指示等があった場合もこれに従わなければならない。 

５ 施設改修 

指定管理者は、教育委員会の承認を得て、自らの負担で施設改修を行うことができますが、

指定期間満了時は現状に復旧することとします。ただし、教育委員会と協議して合意した場合

は、復旧を要しないことがあります。 

６ 損害賠償責任 

指定管理者の過失等により、千歳市又は施設利用者に損害を与えたときに備え、施設及び施

設利用者に係る適切な賠償責任保険に加入すること。 

 

第 11 立入検査について 

 教育委員会は必要に応じて、施設、備品、管理運営に係る各種帳簿等の現地調査を行うことが

できるものとし、指定管理者は教育委員会の求めに応じ、各種帳簿等を提示するものとします。 

 

第 12 指定期間満了後の引継ぎに関する事項 

指定管理者は管理の期間の終了時、又はその他の理由により管理を終了する際には新たな指定

管理者が行う管理運営業務に支障の生じないように円滑に、かつ誠実に引き継ぎを行う。 

 

第 13 その他の事項 

 指定管理者はこの仕様書に規定するものの他、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義

が生じた場合は、教育委員会と協議し決定する。 

 

 



1 

 

個人情報等の取扱いに関する特記仕様書 

 

 （基本的事項） 

第１条 受注者は、個人情報、個人番号及び特定個人情報（以下、「個人情報等」という。）の保護の重

要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、千歳市個人情報の保護に関する法律施行条

例（平成７年４月１日条例第16号。以下、「条例」という。）その他個人情報の保護に関する法令等を

遵守し、個人の権利、利益を侵害することのないよう、個人情報等を適正に取り扱わなければならな

い。 

 （定義） 

第２条 この契約において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)  個人情報 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」とい

う。）第２条第１号及び第２号に規定する個人情報をいう。 

 (2) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年

法律第27号。以下「番号法」という。）第２条第５項に規定する個人番号をいう。 

 (3) 特定個人情報 番号法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

 (4) 個人番号利用事務 番号法第２条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。 

 (5) 個人番号関係事務 番号法第２条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。 

２ 前項各号に定めるもののほか、この契約における用語の意義は、個人情報保護法において使用する

用語の例による。 

 （秘密の保持） 

第３条 受注者及び本業務の全部若しくは一部に従事する者は、この契約による業務の実施に関して知

り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。契約が完了し、又は解除された後においても同様とす

る。 

（収集の制限）  

第４条 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報（個人番号及び特定個人情報を除く。）

を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなけれ

ばならない。 

 （適正な管理） 

第５条 受注者は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報等の漏えい、滅失、棄損及び改ざ

んの防止その他個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。  

２ 受注者は、個人情報等の取扱いに関する規程類を整備するとともに、管理責任者並びに個人番号及

び保有特定個人情報（以下「保有特定個人情報等」という。）を取り扱う職員（以下「事務取扱担当

者」という。）がいる場合は当該職員を定め、発注者に届け出なければならない。 

３ 受注者は、事務取扱担当者の役割を定めるとともに、各事務取扱担当者が取り扱う保有特定個人情

報等の範囲を指定しなければならない。 

（従事者の監督）  

第６条 受注者は、この契約による業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、この契

約による業務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよ

う必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が完了し、又は解除された後においても同

様とする。 
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（研修の実施）  

第７条 受注者は、従事者に対し、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本仕様

書における管理責任者等が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に必要な教育及

び研修を実施しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報等を取り扱う業務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者

に対し、前項に定める研修を実施させなければならない。 

（目的外利用及び提供の禁止）  

第８条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報等を

当該業務を行う目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 （取扱区域） 

第９条 受注者は、保有特定個人情報等を取り扱う業務を実施する区域を明確にし、物理的な安全管理

措置を講じなければならない。 

２ 受注者は、発注者が指定した場所に持ち出す場合を除き、保有特定個人情報等を前項の区域の外に

持ち出してはならない。 

（複写及び複製の禁止）  

第10条 受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行う

に当たって、発注者から提供された個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならな

い。 

（再委託の禁止等）  

第11条 受注者は、この契約による業務を行うための個人情報等を自ら取り扱うものとし、第三者に取

り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではな

い。 

２ 受注者は、前項ただし書きの規定により第三者（以下「再受託者」という。）に個人情報等を取り

扱わせる場合は、個人情報等の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要

な措置を講じるとともに、再受託者の当該業務に関する行為について、発注者に対しすべての責任を

負うものとする。 

３ 受注者は、個人情報等を取り扱う業務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、千歳市個

人情報保護事務取扱要綱第14の第１項第６号の措置を講じるとともに、再受託者の当該業務に関する

履行状況の管理及び監督をしなければならない。また、発注者から求められたときは、その管理及び

監督の状況を報告しなければならない。 

４ 受注者は、個人番号利用事務等の全部又は一部を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、

再受託者が番号法に基づき発注者が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かにつ

いて、あらかじめ確認するとともに、当該措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければ

ならない。 

５ 第１項から前項までの規定は、再委託された業務を再々委託する場合について準用する。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第12条 受注者は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員等の正社員以外の労働者に行わせる場

合は、正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 
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２ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うも

のとする。 

 

（資料等の返還等）  

第13条 受注者は、この契約による業務を行うために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、複製

し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等を、この契約が完了し、又は解除された後、直

ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法に

よるものとする。  

（報告及び資料の提出等）  

第14条 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、受注者に対し、個人情報等を取

り扱う業務について管理状況の報告を求め、又はこの契約による業務を行うに当たって必要な指示を

することができる。 

 （立入検査等） 

第15条 発注者は、この契約による業務に係る個人情報等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必

要な措置が講じられているか確認するため、受注者及び再受託者に対して、立入検査等を行うことが

できる。 

（事故発生時等の対応）  

第16条 受注者は、個人情報等の漏えい、滅失、棄損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれが

あることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が完

了し、又は解除された後においても同様とする。 

２ 前項の場合において、受注者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講じな

ければならない。ただし、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行うものとす

る。 

３ 受注者は、事案の発生した経緯及び被害状況等を調査し、発注者に報告しなければならない。ただ

し、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに発注者に当該事案の内容等について報告しな

ければならない。 

４ 受注者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。 

（契約解除） 

第17条 発注者は、受注者が本特記事項に定める業務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託

業務の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、そ

の損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第18条 受注者は、個人情報等の漏えい、滅失、棄損及び改ざん等の事故が生じ、発注者に損害を与え

た場合においては、原契約の解除の有無にかかわらず、損害額等について発注者受注者協議のうえ、

原契約の定めによりその責任を負うものとする。 

 （点検）  

第19条 受注者は、保有個人情報等の記録媒体、処理経路及び保管方法等について、定期に及び必要に

応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を発注者に報告するものとする。 

 （評価及び見直し） 
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第20条 受注者は、前項の規定による点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報等の適

切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるも

のとする。 

 （電子計算機処理に係る適正管理） 

第21条 電子計算機処理に係る保有個人情報等は、この契約に定めるもののほか、千歳市情報セキュリ

ティポリシー及び情報セキュリティ実施手順文書並びに千歳市電子計算機処理委託に係るデータ保

護及び管理に関する規程（昭和53年６月１日訓令第４号）に定めるところにより適正に管理しなけれ

ばならない。 



　　

時間区分  業　務　項　目 業　　務　　内　　容 備　　　考

開館前 施設・敷地の点検 ・施設外観、敷地・駐車場の異常の有無 冬季は除排雪状況の確認
・冬期間は歩行通路の除雪

警備 ・ 自動警報装置の解除 （清掃委託業者）

開館準備 ・ 防災監視盤の点検 火報、動力警報、ガス警報
等・ 照明の電源入力及び球切れ等の異常確認 の確認

・ 冷温水発生器の起動及び点検 （清掃委託業者）
・ 空調機・送排風機の起動及び点検 （清掃委託業者）
・ 屋外ドアの解錠
・ 図書館情報システムの起動
・ 利用者用パソコン等の起動
・ インターネット予約処理及び印刷
・ 返却ポストの整理、返却処理
・ 清掃状況の確認

開館 開館 ・ 屋内ドアの開放

統計業務 ・ 月報・年報の作成 各種実績の整理
・　図書館要覧の作成、配布

職員管理 ・ 勤務表の作成、出勤状況報告書等の作成

事務管理 ・ 管理運営業務協定書及び指定管理に係る法令
等に定める報告書等の帳票作成

図書館だよりの発行 ・ 毎月作成、配布（約1,000枚程度）

パソコン機器の管理 ・ 機能点検、トラブルの対応等
・ 図書館ホームページの内容更新・管理

ＡＶ機器の管理 ・ 機器類の保守点検、トラブル時の連絡

メール確認対応処理 ・ 図書館宛のメールを確認し対応処理

館内各種掲示物 ・ 館内各種掲示物の受付・掲示・整理

遺失物の管理 ・ 遺失物の管理及び掲示

移動図書館車の管理 ・ 車両の日常点検、定期点検、車検、故障時
等の対応

・ 運行業務日誌、運行計画作成、道路許可申
請

利用者用複写機の管理 ・ 機器の管理、コイン収納、使用料の支払

　「千歳市立図書館」 庶務業務

別紙１



時間区分  業　務　項　目 業　　務　　内　　容 備　　　考

飲料用自動販売機の管理 ・ 機器の管理、故障の連絡、電気料金の支払

施設管理(建物)業務 ・ 屋上の点検、ルーフドレンの清掃
・ 外壁破損・漏水箇所の点検
・ 内装材破損・汚損等の点検

施設管理（電気）業務 ・ 受電設備の保守点検
・ 各警報装置の点検・故障の場合の修理依頼
・ 照明器具点検、蛍光灯等の交換

施設管理 ・ 冷温水発生器及び温水発生器の維持管理 運転業務日誌の記録

（空気調和設備）業務 ・ 外調器の維持管理 フィルターの清掃
・ 空調機(3台)の維持管理
・ 換気用送排風機の維持管理

施設管理（給排水衛 ・ 受水槽の維持管理

　　　　生設備）業務 ・ 貯湯槽の維持管理

施設管理(外構)業務 ・ 駐車場及び通路の除雪 転倒防止用砂散布を含む

・ 敷地内全般の美化、清掃 花壇の管理、草刈、落葉処理

・ 案内・表示板の設置、管理

防火管理業務 ・ 防火管理要綱策定・運用・見直し
　防火管理者の選任、届出
　消防計画の作成と届出
　防火管理年間計画書の作成
　消防訓練の計画と実施（火災・地震）
　防火管理に係る設備・器具の点検・整備
　避難上必要な設備等の維持管理
　防火関係書類の整理
　防火・防災教育

・ 給油管理 給油記録等
・ 危険物地下タンク貯蔵所の管理 灯油埋設タンク

　定期点検
　定期検査結果の記録・保存等
　地下タンク漏洩検査 ３年に１回
　設置申請許可証の管理・保存
　点検結果に基づく修理・整備
　給油時の事故防止対策

・ 少量危険物貯蔵取扱施設の管理 オイルサービスタンク
　自主点検と結果の記録・保存
　施設届出書の管理・保存等

・ 消防用設備等の管理 消火器
　法定点検の実施・結果報告
　自主点検と結果の記録・保存等



時間区分  業　務　項　目 業　　務　　内　　容 備　　　考

・ 防火戸の維持管理

・ 火気管理

・ 避難設備・器具等の維持管理 避難経路の確保

・ 防火管理業務資料の整備・保存

・ 防火対象物点検及び検査立会

・ 消防立入検査時の立会

閉館 館内業務 ・ 利用者退去の確認 忘れ物の確認
・ 窓、避難口等の施錠確認
・ 防火・施設破損・機械室等の点検
・ 消灯
・ 最終出口の施錠
・ 自動警報装置の起動

館外業務 ・ 敷地内の異常の有無の確認



　

　

業　　務　　内　　容 備　　　考

1 窓口サービス業務 ・利用者登録、再登録、更新
・個人用図書の貸出、返却、配架・書架整理 貸出冊数は1人20冊まで
・ＡＶ用ソフトの貸出、返却、ラック整理 1人1点の貸出
・団体貸出、返却、整理 学校、すみれ文庫、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等

・レファレンス、読書案内
・予約受付・予約データの管理 電話予約含む
・インターネット予約に対する返信業務
・利用者パソコンの管理
・複写サービス 複写資料等の管理

2 資料受入業務 ・購入資料の選書、発注、受入、登録、装備 リクエストへの判断含む
・視聴覚資料の選定、発注、受入、登録、装備
・雑誌の受入、登録、装備

3 資料管理業務 ・図書修理、装備
・寄贈資料の受入、登録、装備、整理
・新聞の整理保存
・未返却図書の督促 電話及びハガキ
・不明図書の調査
・費用弁償の請求
・払出図書の選定、除籍
・相互貸借 他館との相互貸借、リクエスト処理

・特別整理(年１回点検) 全資料とデータベースとの照合

4 移動図書館業務 ・移動用図書の選定、受入、登録、装備
・移動図書館運行 市内42ステーションに月2回づつ運行

・図書の積替え、貸出、返却、配架

5 取次ぎサービス業務 ・取次先（東部、支笏湖、向陽台の各支所及びス
テーションプラザ内取次先）びステーションプラザ内取次先）
予約図書の搬送、返却図書の回収等

6 利用者数増加を図る ・貸出図書の宅配サービス等

方策の検討及び実施

7 職員研修 ・職員の接遇対応や能力向上を目的として
定期的に職員研修を行う。

8 実習生等の受入 ・司書資格受講学生の受入

9 図書館協議会等の参画 ・石狩管内図書館協議会(名称「石図協」)

・北海道図書館振興協議会(名称「北図振」)

「千歳市立図書館」奉仕業務

 業　務　項　目

別紙２



　
　

業　　務　　内　　容 備　　　考

1 おはなし会の開催 ・図書館司書による読み聞かせ 月2回程度

2 保育所等への支援 ・

3 ・ボランティア団体による読み聞かせ会の支援 R6支援団体

・ボランティア団体と定期的な会議を開催 「おはなしぐるんぱ」

「日曜おはなし会しゃぼんだま]

「おはなしの会ピノキオ」

「Ｅ絵本クラブ」

4 ブックスタート業務 ・４か月児健診時に絵本等の配布や読み聞かせを実施

　

　

業　　務　　内　　容 備　　　考

1 生徒調べ学習の支援 ・調べ学習に来館した生徒に対する資料及び学習
場所の提供

2 小中学校団体貸付 ・調べ学習、学級文庫で使用する図書の貸出

3 学校図書館司書・学 ・図書管理、図書の修理・装備の講習

校図書館担当者への
支援

4 学校図書ボランティ ・図書管理、図書の修理・装備の講習

アへの支援

5 学校図書館地域開放 ・主に、地域開放図書の団体貸付 貸出・梱包を担当

支援

6 職業体験受入 ・中学校、高校等の職業体験希望者の受入

7 事業所等への支援 ・事業所等への団体貸付や見学

8 学校適応指導教室 ・不登校状態にある小中学生の指導の一環としての本の 教育部青少年課

「おあしす」への 貸出

支援

「千歳市立図書館」児童奉仕業務

 業　務　項　目

読み聞かせボラン
ティア団体への支援
と連携

幼稚園、保育所、認定こども園などへの団体貸付や
映画上映等

別添「ブックスタート
業務仕様書」のとおり
実施

「千歳市立図書館」学校図書館等支援事業

 業　務　項　目

別紙３

別紙４



　
　

業　　務　　内　　容 備　　　考

1 資料展示 ・毎月定めたテーマに基づく図書資料の展示 毎月更新

2 講演会 ・作家等の講演 年2回程度

3 講座や読書会 ・現代・古典・児童文学等に関する催し物 月2回程度

4 上映会 ・図書館のＡＶ資料等から名画やアニメ等の上映 月2回程度

5 各種教室 ・修理講習、創作講座等 年3回程度

6 読書週間事業 ・読書週間における催し物

7 子どもの読書活動 ・子ども読書週間における催し物

推進事業 ・子どもの読書活動を推進するための催し物

8 古本まつり ・寄贈図書のうち登録対象外の資料や保存年限の
超過した資料の無料提供

9 読書普及推進事業 ・読書の普及・推進を図る取組や催し物

「千歳市立図書館」読書活動推進事業

 業　務　項　目

別紙５



備　　　考

1 清掃等業務
2 警備業務
3 空調自動制御機器保守業務
4 消防用設備機器等保守業務
5 オートドア保守点検業務
6 エレベーター保守業務
7 シャッター設備等保守業務
8 電気時計保守点検業務
9 視聴覚機器保守点検業務
10 機械可読目録作成業務
11 自家用電気工作物保安業務
12 ばい煙量等測定業務
13 駐車場除雪業務
14 塵芥収集運搬業務
15 図書取次サービス業務
16 特定建築物等定期調査報告業務（建築物・防火設備）
17 地下埋設タンク漏洩検査業務

「千歳市立図書館」施設管理委託業務

 　　業　　　務　　　名

別紙６
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上映会におけるＡＶソフト使用に関する事項 
 

社団法人日本図書館協会と社団法人日本映像ソフト協会とは、1998年 6月 26日付にて締結の「了解事項」

(以下「了解事項」という。)に付随して、次のとおり合意する。 

１ 定義 

本合意事項において、 

①「ビデオグラム作品」とは、ビデオカセットテープ及びビデオディスク(レーザーディスク及び DVDを含

む)に収録されている映画の著作物をいい、 

②「上映会」とは、著作権法第 38条 1項に規定する「上映」のうち、図書館が多数の公衆に視聴させる目

的で行う非営利・無償の上映をいう。 

２ 所蔵ビデオグラム作品の利用 

図書館が既に所蔵しているビデオグラム作品の上映会開催については、次のとおり取り扱うものとする。 

① あらかじめ「上映会」での利用が権利者によって明示的に承認されているビデオグラム作品 

   今後も「上映会」に使用できるものとする。 

②あらかじめ、権利者によって、上映の了解が明示されていないビデオグラム作品 

ａ 図書館等は上映会を行うに当たって、映画館やビデオレンタルショップなどがなし得ない、 

     教育機関としての独自な資料提供の使命と義務を自覚して実施するように努める。 

ｂ 興行その他、映像ビジネスの全般にわたって、権利者の何らかの利益を損なうおそれのあ 

るときは、当該ビデオグラム作品の販売元に「上映会」利用の可否について照会する。 

③なお、専ら個人視聴用として利用者に貸与することを目的として図書館に供給されたビデオグラム作品

は、著作権法第 38条 5項の「補償金」に関し権利処理されたものであり、そのかぎりでは、権利者に 

よって上映の了解が明示されていないものであり、上記②を適用するものとする。 

３ 所蔵していないビデオグラム作品の利用 

図書館が本合意事項実施の日において所蔵していないビデオグラム作品による上映会開催にっいては、

次のように取り扱うものとする。 

① 図書館が本合意事項実施の日において所蔵していないビデオグラム作品を利用した上映会の開催につ 

いては、 

ａ 上映会での利用があらかじめ明示的に承認されているビデオグラム作品を用いる場合 

ｂ 個別の上映会の都度、権利者からビデオグラム作品の貸出しを受ける方法 

ｃ 映画館やビデオレンタルショップなどがなし得ない、教育機関としての独自な資料提供の使 

命と義務を自覚して実施する上映会については、特例として上記 2 の②による方法のいずれかに

よるものとする。 

② 日本映像ソフト協会会員社は、上記①の方法により供給可能な作品のリストを、図書館に配布するよ

う努めるものとする。 

４ 本合意事項の実施については、別に実施要項を定める。 

 

平成 13年 12月 12日 

社団法人日本図書館協会 

常務理事・事務局長 横山 桂 

社団法人日本映像ソフト協会 

専務理事・事務局長 児玉 昭義 



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

1

A-0d-001 14-0006

34,000

2 35,630平成 5年 4月 1日

平成27年 3月23日

昭和63年 1月20日 32,000

5 17,535A-0d-001 平成14年 6月 4日

00-0001

埼玉福祉会　Ｃー５８０４

キハラ　４６６７１－Ｋ
23

1

02-0001

28,900

イトイ　水平　３板　７４１７

メーカー／品質・規格取得年月日

平成21年 3月24日

品  名  （下段  備考）

使用課 使用施設

A-0d-001 00-0056

移動図書館車

コトブキ　ＦＦ３７４

単価

17,178,000

昭和63年 1月20日 9

数量

1

整理番号分類コード

A-0d-001 00-0004

A-0d-001 00-0069

08-0002A-0a-003

ウチダ　３５６－１０２２

昭和52年11月30日

運搬車

事務用机

B-0a-002 00-0043

昭和40年 3月31日

B-0a-001 00-0048

1

1

18,684

スチール　両袖

B-0a-001 00-0055

枝番715～719

千歳市立図書館用として　※調整交付金

事務用机

事務用机

単価不明
0

昭和63年 1月20日 5 14,000
天童

11,800

閲覧テーブル

B-0a-001
オカムラ　片袖机３６１６ＤＦ－Ｍ０１０

昭和39年 6月 1日

三基　Ｄ５０１－Ａ片袖机

備 品 台 帳

ブックカート

ライブラリーカート

その2

枝番133～141

移動図書館車

台車

図書運搬車（ブックトラック）



ウチダ　３８３－７８７２

チトセ　ＶＴＲＬ
2

6

00-0058

令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

24

B-0a-002 00-0059

31,000

125,000

アイチ　ＣＴＳ４５０Ｌ

メーカー／品質・規格取得年月日

昭和63年 1月20日

品  名  （下段  備考）

使用課 使用施設

44,000

昭和63年 1月20日 2

数量

5

整理番号分類コード

B-0a-002 00-0045

B-0a-002 00-0056

00-0044B-0a-002

イトイ　７１０１　７１０１－１．７１０１－２

昭和63年 1月20日

閲覧テーブル
昭和63年 3月25日 0

B-0a-002 00-0049

天童

天童

単価

31,200

ウチダ　３８４－４７００

B-0a-002 00-0084

枝番731～736

枝番677.678

閲覧テーブル

テーブル

枝番734.735
21,600

昭和63年 1月20日 6 135,000
天童

21,600

キャルデスク

B-0a-002
天童

昭和63年 3月31日

1 140,000昭和63年 1月20日

昭和63年 1月20日

4 70,000B-0a-002 昭和63年 1月20日

00-0077

ウチダ　３８４－４７００

備 品 台 帳

テーブル

テーブル

枝番715～719

枝番708.709

枝番684～707

枝番178～181､186.187　　単価不明

枝番679～682

閲覧テーブル

新聞閲覧机

テーブル

ロビーテーブル

B-0a-002 00-0085

昭和63年 1月20日

B-0a-002 00-0083

2

2

枝番732.733



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

1

17,000

メーカー／品質・規格取得年月日

昭和63年 1月20日

品  名  （下段  備考）

昭和63年 1月20日 40,500

1 39,000B-0a-002 昭和63年 1月20日

001

ウチダ　２４０－１０９０

イトーキ　ＬＳＮ
1

1

00-0403

コクヨ　２７６Ｌ

B-0a-002 00-0402
コクヨ　２１８８ＯＡデスク

使用課 使用施設

B-0a-002 00-0401

天童

オリバー　５８－０７０－１１

単価

75,000

昭和63年 1月20日 1

数量

10

整理番号分類コード

B-0a-002 00-0400

00-0086B-0a-002

昭和63年 1月20日 23,300

0

003

一式　　各ﾃｰﾌﾞﾙまとめての金額のため重要物品
にしない　価格537200円

1521SP

1120SPC
0

昭和63年 1月20日 1 30,000
コクヨ　２１２８Ｌ

0

ＯＡデスク

B-0a-002 00-0404

6 0

昭和63年 1月20日

備 品 台 帳

ＯＡデスク

テーブル

枝番721～730

キャルデスク

座卓

ＯＡデスク

2820

B-0a-002 00-0405

002

4

2



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

1

6,900

メーカー／品質・規格取得年月日

昭和63年 1月30日

品  名  （下段  備考）

平成10年 4月 1日 34,160

1 34,160B-0b-001 平成10年 4月 1日

00-0764

イトーキ　サクラルチェア　ＫＴ９４５ＢＨ－Ｔ２Ｎ２

イトーキ　サクラルチェア　ＫＴ９４５ＢＨ－Ｔ２Ｎ２
1

1

00-0756

イトーキ　サクラルチェア　ＫＴ９４５ＢＨ－Ｔ２Ｎ２

B-0b-001 00-0748
イトーキ　サクラルチェア　ＫＴ９４５ＢＨ－Ｔ２Ｎ２事務用椅子

使用課 使用施設

B-0b-001 00-0731

オリバ　５８－０７０－１１

イトーキ　肘なしスチール　Ｋ２１０Ａ

単価

17,000

昭和53年 4月 3日 1

数量

1

整理番号分類コード

B-0b-001 00-0064

00-0406B-0a-002

平成10年 4月 1日 34,160

34,160

イトーキ　サクラルチェア　ＫＴ９４５ＢＨ－Ｔ２Ｎ２

B-0b-001 00-0770

枝番12.13

日立ｸﾚｼﾞｯﾄ（株）北海道営業本部寄贈

事務用椅子

日立ｸﾚｼﾞｯﾄ（株）北海道営業本部寄贈

事務用椅子

日立ｸﾚｼﾞｯﾄ（株）北海道営業本部寄贈
34,160

昭和63年 1月20日 2 55,000
天童

34,160

ベンチ

B-0b-001
イトーキ　サクラルチェア　ＫＴ９２５ＢＨ－Ｔ２Ｎ１

平成10年 4月 1日

B-0b-001 00-0759

1 49,500平成10年 4月 1日

平成10年 4月 1日

イトーキ　サクラルチェア　ＫＴ９４５ＢＨ－Ｔ２Ｎ２

備 品 台 帳

事務用椅子

事務用椅子

日立ｸﾚｼﾞｯﾄ（株）北海道営業本部寄贈

日立ｸﾚｼﾞｯﾄ（株）北海道営業本部寄贈

日立ｸﾚｼﾞｯﾄ（株）北海道営業本部寄贈

座卓

事務用椅子

事務用椅子

事務用椅子

B-0b-002 00-0009

平成10年 4月 1日

B-0b-001 00-0766

1

1

日立ｸﾚｼﾞｯﾄ（株）北海道営業本部寄贈



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

6

24,400

メーカー／品質・規格取得年月日

昭和63年 1月20日

品  名  （下段  備考）

昭和63年 1月20日 25,400

5 26,000B-0b-002 昭和63年 1月20日

00-0041

８３５２ＺＳ

８３５２ＴＢ
2

12

00-0038

オカムラ　２３６１ＤＡ

B-0b-002 00-0037
イトーキ　ＫＨ－６７２ロビーチェア

使用課 使用施設

B-0b-002 00-0035

ウチダ　３８４－４３０

Ｔ５４０５

単価

83,000

昭和63年 1月20日 24

数量

4

整理番号分類コード

B-0b-002 00-0034

00-0031B-0b-002

昭和63年 1月20日 61,000

28,300

ホウトク　ＤＸ３１１１

B-0b-002 00-0043

枝番512.513

枝番507.508

ロビーチェア

枝番1889.1890

閲覧椅子
20,390

昭和63年 1月20日 2 48,700
オカムラ　８３５２ＺＯ

52,000

ソファー

B-0b-002
ウチダ　３８４－４３３

昭和63年 1月20日

B-0b-002 00-0039

2 113,000昭和63年 1月20日

昭和63年 1月20日

８３５２－ＴＡ

備 品 台 帳

ロビーソファー

ロビーソファー

枝番1885～1888

枝番1916～1939

枝番1910～1915

枝番1892～1903

枝番502～506

ロビーチェア

椅子

椅子

ロビーソファー

B-0b-002 00-0045

昭和63年 1月20日

B-0b-002 00-0042

3

4

枝番509～511



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

4

0

メーカー／品質・規格取得年月日

昭和63年 1月20日

品  名  （下段  備考）

平成 3年 6月25日 99,910

84 23,400B-0b-002 昭和63年 1月20日

00-0062

コトブキ　ＦＣ３７０

Ｔ－５４８０
12

2

00-0050

イトーキ　ＫＭ－６７２　ブラウン

B-0b-002 00-0049
ウチダ　３８４－４３０２ロビーチェア

使用課 使用施設

B-0b-002 00-0048

８３５２ＺＥ

８３５２ＺＺ

単価

48,700

昭和63年 1月20日 10

数量

2

整理番号分類コード

B-0b-002 00-0047

00-0046B-0b-002

昭和63年 3月31日 25,400

14,000

椅子

B-0b-002 00-0064

枝番938

枝番2029～2040

椅子

枝番1988～1994

椅子

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ･ﾓﾃﾞﾙｷｬﾝﾊﾟｽ展開事業用
33,390

昭和63年 1月20日 1 23,000
コクヨ　ＣＫ－Ｇ２８５Ｋ

11,792

椅子

B-0b-002
Ｔ－５４２３

平成11年 3月31日

B-0b-002 00-0053

7 26,500昭和63年 1月20日

昭和63年 1月20日

ＴＬ－６４７４Ｌ

備 品 台 帳

椅子

スツール

枝番514.515

枝番516～525　単価不明

枝番779～782

枝番832.833

枝番1801～1884

ソファー

ソファー

ロビーチェア

椅子

B-0b-002 00-0065

昭和63年 1月20日

B-0b-002 00-0063

15

5

枝番2007～2021



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

12

42,200

メーカー／品質・規格取得年月日

昭和63年 1月20日

品  名  （下段  備考）

昭和63年 1月20日 42,200

1 133,300B-0b-002 昭和63年 1月20日

002

チトセ

2

3

00-0396

ＴＬ－６４７４Ｈ

B-0b-002 00-0070
８３５２ＲＡロビーソファー

使用課 使用施設

B-0b-002 00-0069

オカムラ　８３５２ＺＺ

オカムラ　８３５２ＲＢ

単価

36,300

昭和63年 1月20日 2

数量

21

整理番号分類コード

B-0b-002 00-0068

00-0067B-0b-002

昭和63年 1月20日 10,500

25,500

B-0b-002 00-0529

千歳市立図書館用備品

長椅子

ﾃｰﾌﾞﾙ
37,100

平成30年 8月17日 4 16,416
プラス　ＫＣ－１２１ＳＬ　６７－８８７（ローズ）

24,990

椅子

001

1 45,200

椅子

備 品 台 帳

応接セット

安楽ｲｽ

枝番476～496

枝番497.498

枝番1995～2006

枝番499～501

一式

ロビーソファー

ロビーソファー

椅子

椅子

B-0b-002 18-0007

平成11年 3月31日

003

1
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾓﾃﾞﾙｷｬﾝﾊﾟｽ展開事業用



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

2

14,700

メーカー／品質・規格取得年月日

令和 2年 1月28日

品  名  （下段  備考）

昭和63年 1月20日 41,000

3 98,000B-0c-001 昭和63年 1月28日

00-0025

カウンター用棚

天童
2

3

00-0017

ブックトラック　片面傾斜３段

B-0c-001 00-0015
イトーキ　ユニット書庫　ＳＦ－５１０５書庫

使用課 使用施設

B-0c-001 00-0013

キハラ　３３４－５５

イトーキ　ユニット書庫　ＳＴ１０２２Ｖ

単価

36,300

昭和63年 1月20日 5

数量

44

整理番号分類コード

B-0c-001 00-0010

19-0003B-0b-002

平成12年 7月27日 53,865

165,000

イトイ　木製

B-0c-001 00-0145

枝番230.231

雑誌架

枝番223～229

雑誌架
40,500

昭和51年10月30日 1 26,000
木製　４段

40,500

書架

B-0c-001
天童

昭和50年 7月30日

B-0c-001 00-0020

7 240,000昭和63年 1月20日

昭和63年 1月20日

イトイ　木製

備 品 台 帳

カウンター用棚

書架

図書館備品

枝番251～255

枝番259～261

枝番25～27

木製閲覧椅子

書庫

本棚

雑誌架

B-0c-001 00-0233

昭和50年 7月30日

B-0c-001 00-0144

1

1



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

1

17,000

メーカー／品質・規格取得年月日

昭和52年 5月10日

品  名  （下段  備考）

昭和63年 1月20日 68,000

1 21,800B-0c-001 昭和63年 1月20日

00-0367

イトーキ　ユニット書庫　１１００Ｖ

天童
1

1

00-0365

日本ファイリング　ＢＤＯ－１６Ｌ

B-0c-001 00-0364
イトーキ　ユニット書庫　ＳＴＢ書庫

使用課 使用施設

B-0c-001 00-0297

引違戸スチール　３０３Ｄ

引違戸ガラス戸３０３Ｇ

単価

15,500

昭和52年 5月10日 1

数量

1

整理番号分類コード

B-0c-001 00-0237

00-0236B-0c-001

昭和56年 6月 5日 45,000

180,000

天童

B-0c-001 00-0369

書庫

紙芝居架
110,000

平成 8年 7月25日 1 72,100
丸善　ＢＯ型　ＣＤカセット展示架　単式１連（垂直４段傾斜３段）

236,000

スチール製書架

B-0c-001
イトーキ　ユニット書庫　ＳＴ－１２１０Ｖ

昭和63年 1月20日

B-0c-001 00-0366

1 38,700昭和63年 1月20日

昭和63年 1月20日

ユニット棚

備 品 台 帳

書庫

ビジョンホール棚

書庫

書庫

新聞架

ユニット棚

B-0c-001 00-0452

昭和63年 1月28日

B-0c-001 00-0368

1

1

ｶｳﾝﾀｰ用



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

1

59,285

メーカー／品質・規格取得年月日

平成 9年 6月13日

品  名  （下段  備考）

平成27年 3月23日 93,960

1 1B-0c-001 令和 5年 3月 9日

22-0006

ウチダ

ｲﾄｰｷ　ﾕﾆｯﾄ書庫　ｵｰﾌﾟﾝ型
3

1

22-0004

複式４段　Ｗ９００×Ｄ４５０／７２０×Ｈ１４００

B-0c-001 14-0017
キハラ　３０９５６－０書架

使用課 使用施設

B-0c-001 00-0497

単式一連　垂直４段　傾斜３段

丸善　ＢＯ型　ＬＤボックス架

単価

159,285

平成 9年 6月13日 1

数量

1

整理番号分類コード

B-0c-001 00-0469

00-0468B-0c-001

平成12年10月13日 97,650

1

ＢＳ－２７０　３連

B-0c-001 22-0008

取得年月日、取得単価不明

取得年月日、取得単価不明

スチール架

取得年月日、取得単価不明

書架

取得年月日、取得単価不明
1

令和 5年 3月 9日 1 1
ＢＳ－１７０　１連

1

書架

B-0c-001
ウチダ

令和 5年 3月 9日

B-0c-001 22-0005

2 1令和 5年 3月 9日

令和 5年 3月 9日

ＢＳ－１７０　２連

備 品 台 帳

新聞架

書庫

視聴覚資料収納用

視聴覚資料収納用

千歳市立図書館用として　※調整交付金

取得年月日、取得単価不明

スチール製書架

スチール製書架

書棚

書架

B-0c-001 22-0009

令和 5年 3月 9日

B-0c-001 22-0007

1

7

取得年月日、取得単価不明



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

1

249,900

メーカー／品質・規格取得年月日

令和 5年 3月 9日

品  名  （下段  備考）

昭和53年 2月28日 16,500

1 29,000B-0c-002 平成 2年 3月31日

00-0193

ウチダ　４人用

コクヨ　ＫＬ－１５Ｈ２３Ｎ　１５人用　グリーン　コインリターン式１００円タイプ
1

1

00-0167

黒　高さ2200×幅2700×奥行250

B-0c-002 00-0108
ウチダ　スチール　１連２号ロッカー

使用課 使用施設

B-0c-001 23-0015

ＢＳ－２７０　１連

４面タイプ

単価

1

令和 6年 3月13日 1

数量

1

整理番号分類コード

B-0c-001 23-0014

22-0010B-0c-001

令和 6年 3月13日 1

203,040

リヒト　Ｂ４型　４段

B-0c-003 00-0369

図書館用

ファイリングキャビネット

ファイリングキャビネット
28,000

昭和63年 1月20日 1 125,000
天童

26,780

記載台

B-0c-003
リヒト　Ａ４－２段

昭和54年 3月15日

B-0c-002 16-0004

1 16,000昭和50年 9月30日

平成28年 7月11日

Ａ４－３段

備 品 台 帳

ロッカー

コインロッカー

取得年月日、取得単価不明

平成20年10月18日(財)空港環境整備協会新千歳
事務所より寄贈

取得年月日、取得単価不明

書架

ピラミッド型展示架

書架

ファイリングキャビネット

B-0c-004 00-0002

平成 2年 9月 4日

B-0c-003 00-0279

1

1



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

1

200,000

メーカー／品質・規格取得年月日

昭和63年 3月31日

品  名  （下段  備考）

昭和63年 1月20日 66,000

1 15,038B-0c-005 平成 4年 8月 7日

00-0186

マスセット（株）　ワイヤード　２０４０９

暗幕布
1

1

00-0390

ウチダ　８６０－３１０７　ＣＷ－２Ｎ

B-0c-005 00-0347
コクヨ　ＢＫ－３ビジネスキッチン

使用課 使用施設

B-0c-004 00-0272

コクヨ　ＧＢ－Ｓ２

天童

単価

29,200

昭和63年 1月20日 1

数量

3

整理番号分類コード

B-0c-004 00-0248

00-0037B-0c-004

平成 4年 8月27日 44,599

15,300

しまふくろう

B-0f-001 00-0003

枝番73～76

カーテン（ブラインド）

一式　館内ｶｰﾃﾝ全部のため重物にしない　価格
797708円

版画
140,000

昭和63年 1月20日 4 13,000
オカムラ　９４７ＲＺ

11,500

パーテーション

B-0d-001
ブラインド一式

平成 3年 5月14日

B-0d-001 00-0184

1 0昭和63年 3月31日

昭和63年 3月12日

オカムラ　７４７ＡＺ

備 品 台 帳

マガジンラック

暗幕布

枝番309～311

おはなし会用

おはなし会用

サインスタンド

アトラス台

移動式人形劇舞台

パーテーション

B-0f-001 00-0014

昭和63年 1月20日

B-0e-001 00-0265

5

1

枝番68～72



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

5

51,500

メーカー／品質・規格取得年月日

昭和63年 1月20日

品  名  （下段  備考）

平成12年 4月 1日 172,725

1 10,000B-0f-001 昭和52年10月17日

00-0357

チューリップ型　ラクダＰ４０１

マルゼン　５００９Ｎ０３０２Ａ
1

2

00-0241

マルゼン　５０１１

B-0f-001 00-0041
ブラインド縦型ブラインド縦型

使用課 使用施設

B-0f-001 00-0038

コクヨ　ＣＨ８

丸善　５０１１

単価

16,700

平成 3年 3月23日 4

数量

3

整理番号分類コード

B-0f-001 00-0032

00-0031B-0f-001

昭和63年 1月20日 41,500

50,000

コクヨ　ＵＳ－Ｌ６０

B-0f-001 00-0362

移動掲示板

傘立
77,000

平成 5年 7月10日 1 56,000
丸善　５０１１　№３０３－Ｂ（黄）

58,000

ブックトラック

B-0f-001
イトーキ　ＬＣＷ－１９８ＡＫ

昭和63年 1月20日

B-0f-001 00-0337

1 53,000昭和63年 1月20日

昭和60年 9月 6日

ヤクリル

備 品 台 帳

コートハンガー

ブックトラック

枝番101～103

枝番398～401

枝番133～138(内1台廃棄)

令和元年度に２階学習スペースのブラインド修繕
を実施

コートハンガー

ブックトラック

ブックトラック

受付表示板

B-0f-001 00-0388

昭和63年 3月23日

B-0f-001 00-0358

1

1



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

1

53,865

メーカー／品質・規格取得年月日

平成 5年 7月10日

品  名  （下段  備考）

平成17年 7月28日 58,800

1 225,050B-0f-001 平成21年 1月 6日

17-0021

片面傾斜２連７段

ニチベイ　幅４．５０×高さ１．７３ｍ
5

1

08-0004

キハラ　４６７３０－０

B-0f-001 05-0002
丸善　傾斜棚タイプ　５０１１　№３０３ブックトラック

使用課 使用施設

B-0f-001 03-0018

丸善　５００７　№２０３－Ｂ（赤）

丸善　５０１１　Ｎｏ．３０３　片面傾斜３段

単価

65,400

平成14年 6月 4日 1

数量

1

整理番号分類コード

B-0f-001 02-0004

00-0389B-0f-001

平成16年 3月26日 164,430

134,352

ニチベイ　幅２．８０×高さ１．７３ｍ

B-0f-001 23-0007

こども放送局受信設備用

千歳市立図書館の備品

カーブブラインド　生地交換のみ

千歳市立図書館の備品

カーブブラインド　生地交換のみ

千歳市立図書館の備品
50,760

平成12年12月 8日 1 13,440
ＮＴＴ　ＩＮＳメイト　Ｖ３０Ｔｏｗｅｒ（ＤＳＵ内蔵）

1

ターミナルアダプター

B-0f-001
ニチベイ　幅３．００×高さ１．７３ｍ

平成30年 3月19日

B-0f-001 17-0020

1 55,080平成30年 3月19日

平成30年 3月19日

マルゼン

備 品 台 帳

木製書架文庫

カーブブラインド　ルーバー等を含む

平成20年10月28日(財)空港環境整備協会新千歳
事務所より寄贈

ブックトラック

ブックトラック

ブックリターンポスト

ブックトラック

C-0a-004 00-0078

令和 6年 3月13日

B-0f-001 17-0022

9

1

取得年月日、取得単価不明



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

1

1

メーカー／品質・規格取得年月日

平成22年 7月30日

品  名  （下段  備考）

昭和63年 1月20日 195,000

1 10,000C-0a-007 昭和54年 4月24日

00-0033

イトイ　Ｓ３５（紙綴機、紙締ホルダー）

イトイ　スタンダード（紙綴機）
1

1

00-0029

ウチダ　４５７－１０２３

C-0a-006 00-0174
天童マップケース

使用課 使用施設

C-0a-006 00-0173

ＨＰ　６００５　Ｐｒｏ　ＵＳ　ＣＴ

メディアコンバーター

単価

73,500

令和 5年 3月 9日 1

数量

2

整理番号分類コード

C-0a-004 22-0066

10-0015C-0a-004

昭和63年 1月20日 16,250

220,000

リヒト　Ｎ０１０１２

C-0a-007 22-0010

トジックホールド

ペーパードリル
67,000

平成10年10月22日 2 23,058
ＣＤプレイヤー

1

ＣＤプレイヤー

C-0a-007
Ｗ６５

昭和63年 1月20日

C-0a-007 00-0030

1 16,000昭和55年 6月16日

昭和54年 4月24日

Ｗ６５

備 品 台 帳

トジックホールド

トジックホールド

取得年月日、取得単価不明

デスクトップパソコン

メディアコンバーター

パンフレットケース

トジックホールド

C-0b-001 00-0058

令和 5年 3月 9日

C-0a-007 00-0057

1

1

取得年月日、取得単価不明



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

1

231,000

メーカー／品質・規格取得年月日

平成 2年 7月 7日

品  名  （下段  備考）

平成27年12月10日 220,576

1 37,584C-0b-001 平成27年12月10日

15-0018

ＪＶＣケンウッド　ＰＳ－Ｐ３２－Ｂ

ＩＤＫ　ＨＤＣ－ＲＨ１００－Ｃ
1

1

15-0016

シャープ　ＬＣ－２２Ｋ７－Ｂ

C-0b-001 15-0015
ＪＶＣケンウッド　ＰＳ－Ｒ３０ほかシステムラック（パネル・ＥＩＡ引き出し含む）

使用課 使用施設

C-0b-001 12-0010

Ｓ－ＶＨＳ

パナソニック

単価

142,964

平成21年 1月 6日 1

数量

1

整理番号分類コード

C-0b-001 08-0018

00-0331C-0b-001

平成24年11月16日 27,300

383,824

ＪＶＣケンウッド　ＰＳ－ＤＭ３００

C-0b-001 15-0020

千歳市立図書館用として

千歳市立図書館用として

１Ｕ中継用接続パネル

千歳市立図書館用として

デジタルミキサー

千歳市立図書館用として
216,640

平成27年12月10日 1 182,944
ＪＶＣケンウッド　ＰＳ－Ａ６０４

312,544

４チャンネルパワーアンプ

C-0b-001
ＡＵＲＯＲＡ　ＰＡ－４０Ａ

平成27年12月10日

C-0b-001 15-0017

1 64,800平成27年12月10日

平成27年12月10日

ＪＶＣケンウッド　ＷＴ－９０４－Ｂ

備 品 台 帳

パワーコントローラ

デジタルマルチスイッチャー（受信機付）

平成20年10月28日(財)空港環境整備協会新千歳
事務所より寄贈

図書館AVﾓﾆﾀｰ用として

千歳市立図書館用として

千歳市立図書館用として

ビデオデッキ

ポータブルワイヤレス

液晶テレビ

ワイヤレスチュウーナー

C-0b-001 15-0021

平成27年12月10日

C-0b-001 15-0019

1

1

千歳市立図書館用として



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

2

53,136

メーカー／品質・規格取得年月日

平成27年12月10日

品  名  （下段  備考）

平成27年12月10日 8,748

2 27,864C-0b-001 平成27年12月10日

15-0028

ＪＶＣケンウッド　ＷＭ－Ｐ９７０

ＪＶＣケンウッド　ＷＭ－Ｐ９８０・ＷＴ－ＵＭ８０
2

2

15-0026

ＪＶＣケンウッド　ＷＴ－Ｑ８３０

C-0b-001 15-0025
ＪＶＣケンウッド　ＰＳ－Ｃ５１単一指向性マイクロホン

使用課 使用施設

C-0b-001 15-0024

ｄｂｘ　２１５Ｓ

ＪＶＣケンウッド　ＰＳ－Ｓ５５３

単価

14,256

平成27年12月10日 2

数量

1

整理番号分類コード

C-0b-001 15-0023

15-0022C-0b-001

平成27年12月10日 14,256

29,401

シャープ　ＢＤ－Ｓ５７０

C-0b-001 15-0030

千歳市立図書館用として

ステレオモニタースピーカー

千歳市立図書館用として

ＢＤ／ＤＶＤレコーダー

千歳市立図書館用として
64,800

平成 6年 3月31日 1 60,770
日立　乾湿両用　ＣＶ－ＰＳ５０ＷＤ

333,280

電気掃除機

C-0b-001
ＪＲｓｏｕｎｄ　ＭＶＳ－２０２Ⅱ

平成27年12月10日

C-0b-001 15-0027

1 55,080平成27年12月10日

平成27年12月10日

ＮＥＣ　ＮＰ－Ｍ４０３ＨＪＤ

備 品 台 帳

ワイヤレスマイクロホン（ハンド型）

ワイヤレスマイクロホン（ペンダント型）・タイピンマ
イクキット

千歳市立図書館用として

千歳市立図書館用として

千歳市立図書館用として

千歳市立図書館用として

千歳市立図書館用として

グラフィックイコライザー

コンパクトハイパワースピーカー

ワイヤレスアンテナ

フルＨＤ対応プロジェクター

C-0b-002 00-0193

平成27年12月10日

C-0b-001 15-0029

1

1

千歳市立図書館用として



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

1

151,725

メーカー／品質・規格取得年月日

令和 3年 2月18日

品  名  （下段  備考）

昭和62年12月21日 48,000

2 700,000C-0i-001 昭和59年 8月22日

15-0002

ＣＣＵ－Ｄ型

アルミ車椅子折りたたみ式自走　日医７０００９
1

1

00-0257

オリンパスＥー４２０

C-0i-001 00-0112
日医　２３００３車椅子

使用課 使用施設

C-0f-002 08-0002

東亜産業　ＴＯＡ－ＴＭＮ－１０００

エプソン　ＥＭＰ－１７０５

単価

88,000

平成21年 1月 6日 1

数量

1

整理番号分類コード

C-0f-002 08-0001

20-0011C-0b-004

平成21年 1月 6日 58,800

25,000

蓄圧式ＡＢＣ粉末消火器（６型）　リサイクルシール含む

C-0j-002 16-0001

図書館用

千歳ロータリークラブより寄贈

消火器

図書館用

自動車用消火器

図書館用
8,600

平成29年 6月 6日 7 4,280
蓄圧式ＡＢＣ粉末消火器１０型　薬剤質量：３．０ｋｇ以上　改正省令適応品（平成２９

年製造）

3,740

消火器（リサイクルシール含む）

C-0j-002
蓄圧式ＡＢＣ粉末消火器（２０型）　リサイクルシール含む

平成28年 2月10日

C-0i-001 18-0033

4 9,680平成28年 2月10日

平成30年 4月 1日

蓄圧式ＡＢＣ粉末消火器（１０型）　薬剤質量３．０㎏以上　改正省令適応品（平成２８

備 品 台 帳

オプチスコープ（弱視者用拡大読書器）

車椅子

図書館用備品

平成20年9月18日(財)空港環境整備協会新千歳事
務所より寄贈

平成20年10月28日(財)空港環境整備協会新千歳
事務所より寄贈

タブレット型サーモカメラ

プロジェクター

一眼レフカメラ

年度製造）

消火器（リサイクルシール含む）

C-0j-002 17-0001

平成28年 6月27日

C-0j-002 15-0003

7

1

図書館用



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

1

143,000

メーカー／品質・規格取得年月日

令和 4年12月26日

品  名  （下段  備考）

64,560

1 215,212

004

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　TU-MD100G　ﾃﾞｼﾞﾀﾙCS通信ﾁｭｰﾅｰ

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　D6615A-SA15　15ｲﾝﾁCRTﾓﾃﾞﾙｱｶﾃﾞﾐｯｸ版
1

1

002

パナソニック外

001
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　TA-CSH575S　75型（金具含む）CS衛星通信ｱﾝﾃﾅ

使用課 使用施設

C-0k-001 00-0045

２０型

日本光電ＡＥＤ－３１００

単価

14,877

令和 4年10月24日 1

数量

1

整理番号分類コード

C-0j-003 22-0017

22-0007C-0j-002

平成12年12月 8日 1,365,000

430,395

ｷｬﾉﾝ　BJ-F100

006

衛星ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｶｰﾄﾞ

ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ
32,069

1 134,488
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　TH-29FB2

4,089

２9型ﾃﾚﾋﾞ

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　D-5100-06

003

1 238,869

３ﾒｰﾄﾙ

備 品 台 帳

衛星通信専用受信機

衛星ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ用ﾊﾟｿｺﾝ

文化施設用備品

各施設備付ＡＥＤ

一式

蓄圧式ＡＢＣ粉末消火器

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）一式

子ども放送局受信設備

ﾌﾟﾘﾝﾀｰｹｰﾌﾞﾙ

007

005

1

1



令和 6年 4月22日

図書館教育委員会教育部文化施設課

1

191,522

メーカー／品質・規格取得年月日 品  名  （下段  備考） 単価

53,796

1

数量

1

整理番号分類コード

009

008

平成21年 1月19日

I-0a-001 08-0005

50,000

平成20年 8月28日

昭和54年 3月27日 20,000

1 352,800I-0a-001 平成20年 8月28日
ＴＯＴＯ　ＵＡＳ６４ＬＤＷ

ＴＯＴＯ　ＵＴＲ１３３
1

1

08-0004

Ｗ１３９０×Ｈ９００×Ｄ２０

1

1

14,700

２段　キャスター付

I-0b-001 00-0081

図書館ﾄｲﾚ用として

化粧鏡

図書館ﾄｲﾚ用として

脚立
15,000

昭和53年 4月22日 1 26,000
ＡＡ４５０型　２ｍ２０㎝

55,900

脚立

I-0a-001
ＴＯＴＯ　ＴＳ１１９ＲＣＲ４

昭和50年 9月 3日

1 10,500平成20年 8月28日08-0006

３ｍ６００

備 品 台 帳

オストメイト対応トイレパック

オストメイト対応トイレパック側板

麒麟ｸﾗﾌﾞより寄贈

図書館ﾄｲﾚ用として　電気温水器付

ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ

機器収納ﾗｯｸ

大型パネルステージ

脚立ハイステップ

I-0b-001 00-0084

昭和53年 4月 5日

I-0b-001 00-0067

使用課 使用施設

E-0b-001 08-0013

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　NV-SV1

I-0a-001 00-0190
日本ファイリング　ＳＦ９３型ライトステップ
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第１章 基本事項 

１ 策定の背景 

近年においては、今まで想定していなかったような強い台風の上陸や大雨が増

加しており、このような気候変動は温室効果ガスの排出増加による地球温暖化が

原因と考えられ、世界規模で発生しています。 

こうした中、平成27年12月に開催されたCOP21（気候変動枠組条約第21回締

約国会議）で気候変動抑制に関する「パリ協定」が採択され、これを受け、日本

は温室効果ガス排出量を令和 12 年度までに平成 25 年度比で 26％削減という目

標を掲げ、さらにその目標を46％に引き上げたほか、令和32年のカーボンニュ

ートラル（温室効果ガス排出実質ゼロ）を目指しています。 

世界規模で地球温暖化防止に向けた動きが加速する中、千歳市においても喫緊

の課題である地球温暖化対策の意識を醸成し、低炭素社会の実現を目指すため、

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。以下「温対法」

という。）に基づき、平成15年に「千歳市地球温暖化防止実行計画」を策定し、

取組を進めてきました。 

また、平成 24 年１月からは、温対法に加えて、エネルギーの使用の合理化に

関する法律（昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。）に基づき、市

の事務事業における温室効果ガス排出量とエネルギー消費量の削減目標を設定

した、「千歳市役所エコアクションプラン」を策定し、取組を推進してきており、

次期取組期間においても、引き続き、温室効果ガス排出量の削減とエネルギー消

費量の削減に向けた取組を推進します。 

 

２ 位置付け 

次の法律等に基づく計画及び方針に位置付けます。 

 ・温対法に基づく「実行計画（事務事業編）」 

 ・省エネ法に基づく「エネルギーの使用の合理化に関する取組方針」 

・第３次千歳市環境基本計画に基づく「地球温暖化防止」の取組 

 

３ 取組期間 

令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

 

４ 対象施設等 

住居用施設を除く、市が管理する施設及び設備等を対象とします。 

なお、指定管理者により管理を行っている施設や管理を委託している施設も 

対象とします。 
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５ 千歳市役所環境マネジメントシステム「エコアクション」の動向 

 年 月 事 項 

平成１０年 ６月 千歳市環境基本条例制定 

平成１３年 ３月 千歳市環境基本計画策定 

平成１３年 ９月 環境マネジメントシステム運用開始 

平成１４年 ２月 ＩＳＯ１４００１認証取得 

平成１５年 ６月 千歳市地球温暖化防止実行計画策定 

平成１５年１２月 千歳市地球温暖化防止実行計画改定 

平成１８年 ２月 ＩＳＯ１４００１自己適合宣言に移行 

平成２２年 ９月 省エネ法の特定事業者への指定 

平成２３年 ３月 千歳市環境基本計画第２次計画策定 

平成２４年 １月 

・千歳市役所エコアクションプラン策定 
（位置付け：温対法に基づく地球温暖化実行計画、省エネ法に基づくエネルギーの使
用の合理化に関する取組方針） 
・千歳市役所環境マネジメントシステム「エコアクション」構築 
（環境に配慮した取組を進めるための市独自の仕組み～ハンドブック作成） 

平成２４年 ４月 千歳市役所環境マネジメントシステム「エコアクション」運用開始 

平成２8年 1月 千歳市役所エコアクションプラン更新  

令和 ３年 ３月 第３次千歳市環境基本計画策定 

令和 ３年 6月 
・千歳市役所エコアクションプラン更新（エコアクションプランに名称変更） 

・千歳市役所環境マネジメントシステム「エコアクション」更新 
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第２章 温室効果ガス排出量削減の状況と目標 

 

１ 対象とする温室効果ガス 

温室効果ガスの対象は、温対法に定められている７種類の物質の内、国に報

告している二酸化炭素(ＣＯ２)、メタン(ＣＨ４)、一酸化二窒素(Ｎ２Ｏ)、ハ

イドロフルオロカーボン(ＨＦＣ)の４種類とします。 

 

 

表１ 対象とする温室効果ガス 

 

２ 温室効果ガス排出量の算定方法 

    温室効果ガス排出量の単位は、二酸化炭素換算トン(ｔ－CO2)とし、ＣＯ２排出係数
※

は、各年度の値を使用します。 

 

 

 

 

 
※ ＣＯ２排出係数：電気の供給やガソリンなどの燃料に係る温室効果ガス排出量を算定する際に使用する値

のこと。 

温室効果ガス 種別 

二酸化炭素 

(ＣＯ２) 

・施設のエネルギー消費 

・廃棄物の焼却 

・道路関連施設のエネルギー消費 

・自動車の使用 

メタン 

(ＣＨ４) 

・家畜の飼養 

・廃棄物の埋立 

・自動車の使用 

・下水の処理 

一酸化二窒素 

(Ｎ２Ｏ) 

・麻酔剤の使用 

・家畜の飼養 

・廃棄物の焼却 

・自動車の使用 

・下水の処理 

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ 

(ＨＦＣ) 

・自動車の使用 

・冷蔵庫の廃棄等 
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３ 平成28年度～令和２年度の削減状況 

（１）温室効果ガス排出量削減計画 

前取組期間では、基準年度(平成22年度)の温室効果ガス排出量39,832t-CO2を、令

和２年度までに5.1％削減し、排出量を37,812t-CO2とする計画としています。 

 

表２ 温室効果ガスの排出量削減計画               (単位:t-CO2) 

種別 

基準年度 

(H22年度) 

排出量 

目標年度（令和２年度） 

排出量 削減率 

施設のエネルギー消費 21,667 21,038 － 

廃棄物の焼却 12,864 11,473 － 

道路関連施設のエネルギー消費 2,066 2,066 － 

下水の処理 1,275 1,275 － 

家畜の飼養 872 872 － 

廃棄物の埋立 682 682 － 

自動車の使用 294 294 － 

麻酔剤の使用 112 112 － 

冷蔵庫の廃棄等 0 0 － 

市の事務・事業全体 39,832 37,812 5.1% 

※令和２年度の排出量は、平成22年度ＣＯ２排出係数を使用 

 

(２）温室効果ガス排出量の削減実績及び評価 

 

市の事務事業全体の温室効果ガス排出量については、「令和２年度までに平成22年

度比5.1％の削減」を目標としていますが、令和２年度の排出量実績は、39,470 t-CO2

となり、平成22年度比で0.9％の削減となっています。 

この要因としては、市が排出する温室効果ガスについて、「施設のエネルギー消費」、

「廃棄物の焼却」からの発生が主なものとなっており、基準年度である平成22年度と

比較して、第二庁舎などの新設や人口増・経済活動の拡大に伴う施設稼働が増加したほ

か、令和２年度において、新型コロナウィルス感染症対策による換気を伴う冷暖房機器

などの使用が考えられます。 
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表３ 平成28年度～令和２年度の温室効果ガスの排出量削減実績   単位：（t-CO2）   

種別 

基準年度 

(H22年度) 

排出量 

平成28年度実績 平成29年度実績 

排出量 削減率 排出量 削減率 

施設のエネルギー消費 21,667 21,575 0.3% 21,572 0.4% 

廃棄物の焼却 12,864 12,780 0.6% 13,551 △5.3% 

道路関連施設のエネルギー消費 2,066 2,149 △4.0% 2,120 △2.6% 

下水の処理 1,275 1,377 △8.0% 1,393 △9.3% 

家畜の飼養 872 673 23.8% 673 22.8% 

廃棄物の埋立 682 122 82.1% 184 73.0% 

自動車の使用 294 301 △2.4% 298 △1.4% 

麻酔剤の使用 112 84 25.0% 56 50.0% 

冷蔵庫の廃棄等 0 0 0.0% 0 0.0% 

市の事務・事業全体 39,832 39,061 1.9% 40,027 △0.5% 

 

種別（再掲） 
平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 

排出量 削減率 排出量 削減率 排出量 削減率 

施設のエネルギー消費 21,138 2.5% 20,720 4.4% 22,256 △2.7% 

廃棄物の焼却 13,343 △3.7% 13,849 △7.6% 12,594 2.1% 

道路関連施設のエネルギー消費 1,958 5.2% 2,042 1.2% 1,983 4.0% 

下水の処理 1,362 △6.8% 1,336 △4.8% 1,238 2.9% 

家畜の飼養 673 22.8% 888 △1.8% 714 18.1% 

廃棄物の埋立 573 16.0% 494 27.6% 420 38.4% 

自動車の使用 298 △1.4% 297 △1.0% 209 28.9% 

麻酔剤の使用 56 50.0% 55 51.0% 56 50.0% 

冷蔵庫の廃棄等 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

市の事務・事業全体 39,401 1.1% 39,681 0.4% 39,470 0.9% 

※ 削減率は、基準年度（H22年度）排出量と比較 

※ 各年度の排出量は、平成22年度ＣＯ２排出係数を使用 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 6 ~ 
 

グラフ１ 平成28年度～令和２年度の温室効果ガス排出量実績 

 

 

グラフ２ 平成28年度～令和元年度の温室効果ガス排出量削減率実績 
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 ４ 令和３年度～令和７年度の削減目標 

 

（１）削減目標 

市の事務事業全体の温室効果ガス排出量について、令和７年度までに、平成25年度比

で23％削減することを目標とします。 

なお、種別の「施設のエネルギー消費」、「廃棄物の焼却」以外については、職員の

環境配慮行動による削減が難しいことから、排出量を平成25年度基準値以内に抑制する

こととしています。 

 

（２）削減目標設定の考え方 

削減目標については、これまでの取組結果のほか、国では温室効果ガス排出量を令

和12年度までに平成25年度比で46％削減という目標を掲げていることを踏ま

え、令和７年度までの５年間において、平成25年度比で23％の削減とします。 

 

 

表５ 温室効果ガス排出量の削減目標               (単位:t-CO2) 

種別 

基準値 

(平成25年度) 

排出量 

目標（令和７年度） 

排出量 削減率 

施設のエネルギー消費 
41,545 30,572 23％ 

廃棄物の焼却 

道路関連施設のエネルギー消費 3,474 3,474 

基準値以内 

下水の処理 1,348 1,348 

家畜の飼養 768 768 

廃棄物の埋立 223 223 

自動車の使用 296 296 

麻酔剤の使用 56 56 

冷蔵庫の廃棄等 0 0 

市の事務・事業全体 47,710 36,737 23.0% 

 ※基準値（平成25年度）排出量の係数は、平成25年度ＣＯ２排出係数を使用 
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第３章 エネルギー消費量削減の状況と目標 

 

１  対象とするエネルギー 

 

省エネルギーの対象は、施設の敷地内及び公用車両で使用する燃料（ガソリン、

軽油、灯油、重油、天然ガス等）並びに他から供給をされた熱及び電気とします。 

 

２ エネルギー消費原単位及びエネルギー消費量の算定方法 

施設のエネルギー消費に係る数値には、エネルギー消費量（原油換算した値）を

「建物延床面積その他エネルギー消費量と密接な関係をもつ値」で除したエネルギ

ー管理の指標である「エネルギー消費原単位」（以下「原単位」という。）を使用

します。 

また、道路関連施設や自動車の使用によるエネルギーは、消費量の単位が各々で

異なるため、エネルギー消費量（kwh、㎥、㎘等）を原油換算（【㎘】単位）にしま

す。エネルギー消費量の単位は、原油換算キロリットル(㎘)とし、原油換算係数等

は、省エネ法に基づく年度ごとに定められた値とします。 

   なお、エネルギー消費原単位は、施設により異なるほか、必要により見直しを行

います。（別表１・２） 

 

（例 エネルギー消費量（原油換算した値） ÷ 延床面積あたり 

＝ エネルギー消費原単位） 

 

３  平成28 年度～令和２年度の削減状況 

（１）エネルギー消費量の削減計画 

前取組期間では、令和２年度までに市が管理する施設全体のエネルギー消費原単位を

基準年度(平成22年度)比9.6％削減し、ロードヒーティングなど道路関連施設と緊急

車両の運行などの自動車使用については、職員の環境配慮行動の取組が難しいことか

ら、毎年度の消費量を基準年度実績以内に抑制する計画としています。 

 

表１ エネルギー消費量の削減目標 

種別 単位 平成22年度実績 削減目標 

施設 
エネルギー消費原単位 

(基準年度比) 
100.0％ 9.6％ 

道路関連施設 エネルギー消費量 

(原油換算) 

   1,225.0 ㎘ 0.0 ㎘ 

自動車の使用 109.0 ㎘ 0.0 ㎘ 
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表２ 年度別エネルギー消費量の削減目標率(基準年度比)             (単位:％) 

種別 単位 H28年度 H29年度 H30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 

施設 エネルギー消費原単位 5.8 6.8 7.7 8.6 9.6 

道路関連施設 エネルギー消費量 

(原油換算) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

自動車の使用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

(２) エネルギー消費量の削減実績及び評価 

 

施設のエネルギー消費量については、全体でのエネルギー消費原単位を「令和

２年度までに9.6％削減（22年度比）」とする目標を設定しています。 

令和元年度の施設に係るエネルギー消費量は、市長部局と水道局において目標

の8.6％削減を達成しており、また、市施設全体で10.2％の削減となっているこ

とから、目標達成に向けて順調に推移しています。 

なお、エネルギー消費量(原油換算)については、施設及び道路関連施設では平成30

年度以降目標を達成していますが、自動車の使用では消防の救急出動件数や道路管理

パトロール等の業務増加などにより、基準年度（平成22年度）を超えている状況です。 

 

  表３ 平成28年度～令和２年度のエネルギー消費量削減実績 

種別 単位 
基準年度 

(22年度) 

平成28年度実績 平成29年度実績 

消費量 削減率 消費量 削減率 

施
設 

市長部局 

エネルギー消費

原単位 

100% － 4.7% － 7.0% 

水道局 100% － 9.9% － 9.6% 

教育委員会 100% － △4.7% － △4.0% 

市施設全体 100% － 3.9% － 3.6% 

道路関連施設 エネルギー消費

量（原油換算：㎘） 

1,225 1,224 △1.6% 1,227 △0.2% 

自動車の使用 109 123 △12.8% 120 △10.1% 

 

種別（再掲） 
平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 

消費量 削減率 消費量 削減率 消費量 削減率 

施
設 

市長部局 － 7.8% － 10.0% － 12.3% 

水道局 － 10.5% － 13.5% － 10.3% 

教育委員会 － 7.9% － 7.3% － △7.6% 

市施設全体 － 8.9% － 10.2% － 6.7% 

道路関連施設 1,133 7.5% 1,183 3.5% 1,148 6.3% 

自動車の使用 121 △11.0% 124 △13.7% 87 20.2% 
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グラフ 平成28年度～令和２年度のエネルギー消費量削減率実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「市施設全体」は、エネルギー消費原単位による削減率 
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４ 令和３年度～令和７年度の削減目標 

 

(１) 削減目標 

市が管理する各部局（市長部局、水道局、教育委員会）の施設で消費するエネルギー

消費原単位について、令和７年度までに、令和元年度比で６％削減することを目標とし

ます。 

なお、道路関連施設及び自動車の使用については、職員の環境配慮行動による削減が

難しいことから、エネルギー消費量（原油換算）を令和元年度実績値以内に抑制するこ

ととしています。 

 

(２) 削減目標設定の考え方 

削減目標については、これまでの取組結果のほか、省エネ法により、施設ではエネ

ルギー消費原単位で年平均１％以上の削減を目標とするよう求められていることから、

令和７年度までに令和元年度の実績値と比較して６％削減とします。 

 

(３) 対象施設 

削減目標の対象施設は、エネルギー消費量が年間１㎘(原油換算)以上で職員が運用

管理する施設とします。また、年間60㎘(原油換算)以上となる施設については重点的

に取り組む施設とします（別表１及び別表２参照）。 

 

表４ 年度別のエネルギー消費量の削減目標率(令和元年度比)      (単位:％) 

種別 単位 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 

施設 
エネルギー消費原

単位 
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

道路関連施設 エネルギー消費量

（原油換算） 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

自動車の使用 
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第４章 目標達成に向けた取組 

 

 削減目標を達成するため、次の項目に取り組みます。 

 

１ 行動による取組 

○ 電力や燃料などのエネルギー、水資源の消費削減及び廃棄物発生の抑制等のため、

「職員等環境配慮行動ガイドライン」等に基づく取組を推進します。 

○ 電気の需要の平準化に努めます。 

○ 事務用品等は、「千歳市役所グリーン購入基本方針」により、環境に配慮した物品

の優先購入（グリーン購入）を推進します。 

○ エコ通勤やエコドライブを推進します。 

 

２ 設備の運用管理による取組 

○  省エネのための設備運用マニュアルとなる「管理標準」を作成し、施設ごとに設 

備のきめ細かな運転管理を推進します。（第５章参照） 

 

３ 公共建築物の整備による取組 

○ 施設の新設、改築、設備の改修においては、「公共建築物の整備における環境配慮

ガイドライン」等により、施設の高断熱化や省エネルギー型設備の導入等の環境配慮

の取組を推進します。 

 

４ その他関連する取組 

○ 温室効果ガス排出及びエネルギー消費削減の取組について施設利用者等に理解と

協力を促します。 
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第５章 管理標準 

   

  省エネ法第５条に基づく「判断の基準」により、各施設の設備を効率的に運転及び管理す

るためのマニュアルである「管理標準」を作成し、エネルギー管理を徹底します。 

   

  １ 管理標準の作成 

  施設のエネルギー管理担当者（施設を管理する課の推進員。以下「推進員」という。）

は、施設ごとに管理標準を作成します。作成に当たっては、経済産業省が告示した「工場

等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」を参考にし、エネル

ギー消費設備の①運転管理、②計測・記録、③保守・点検、④新設時の措置について、管

理のための設定値や測定頻度等を規定します。 

 

２ 管理標準の実行 

推進員は、管理標準に従って機器・設備の運転及び必要な計測・記録等を行います。ま

た、目標達成に向け、施設内の職員等に周知が必要な事項について、施設内での掲示や回

覧、イントラネット掲示板等により周知します。 

 

３ 管理標準の見直し 

    推進員は、管理標準の内容を年１回以上精査し、機器の更新等があったときは内容を確

認の上改訂します。 
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第６章 組織体制と進行管理 

 

１ 組織体制 

  組織体制は、千歳市役所環境マネジメントシステム「エコアクション」運用要綱に規定

します。 

 

２ 進行管理 

  進行管理は、千歳市役所環境マネジメントシステム「エコアクション」により行いま

す。また、目標の達成状況等を考慮し、必要に応じて見直しを行います。 

 

３ 推進状況の公表 

推進状況は、市ホームページや「千歳市環境白書」などで市民に公表します。 

 

 



 

~ 15 ~ 
 

別表１ 重点施設 

 

施設 原単位 施設管理課 

市 
 

長  

部 
 

局 
 

等 

本庁舎・第2庁舎 延床面積あたり (総務部)総務課 

防災学習交流センター 〃 
防災学習交流施

設 

葬斎場 火葬件数あたり 市民生活課 

環境センター 延床＋処分場面積あたり 廃棄物管理課 

在宅福祉総合センター 延床面積あたり 高齢者支援課 

祝梅在宅福祉センター 〃 高齢者支援課 

子育て総合支援センター 〃 
子育て総合支援

センター 

総合福祉センター 〃 健康づくり課 

グリーンベルト地下駐車場 〃 都市整備課 

温水プール 利用者数あたり スポーツ振興課 

開基記念総合武道館 〃 スポーツ振興課 

スポーツセンター 〃 スポーツ振興課 

市民病院 〃 
(市民病院事務局)

施設課 

消防総合庁舎 〃 (消防本部)総務課 

公設地方卸売市場 使用面積あたり 公設卸売市場 

道の駅 営業日数あたり 観光課 

水
道
局 

浄化センター 流入量あたり 下水道整備課 

スラッジセンター 圧送汚泥量あたり 下水道整備課 

浄水場 取水量あたり 水道整備課 

教 

育 

委 

員 

会 

千歳小学校 延床面積あたり 企画総務課 

北進小中学校 〃 企画総務課 

北栄小学校 〃 企画総務課 

末広小学校 〃 企画総務課 

緑小学校 〃 企画総務課 

千歳第二小学校 〃 企画総務課 

日の出小学校 〃 企画総務課 

信濃小学校 〃 企画総務課 

高台小学校 〃 企画総務課 

祝梅小学校 〃 企画総務課 

桜木小学校 〃 企画総務課 
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施設 原単位 施設管理課 

教 

育 

委 

員 

会 

向陽台小学校 延床面積あたり 企画総務課 

北陽小学校 〃 企画総務課 

泉沢小学校 〃 企画総務課 

千歳中学校 〃 企画総務課 

青葉中学校 〃 企画総務課 

富丘中学校 〃 企画総務課 

北斗中学校 〃 企画総務課 

向陽台中学校 〃 企画総務課 

勇舞中学校 〃 企画総務課 

学校給食センター 〃 学校給食センター 

市立図書館 〃 文化施設課 

市民文化センター 〃 文化施設課 

市民ギャラリー  文化施設課 

※重点施設とは、施設単位の建物等におけるエネルギー消費量が原油換算で、年間60㎘ 

以上の施設をいう。 
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別表２ エネルギー消費量が年１㎘(原油換算)以上で職員が運用管理する施設 

 

 

 

 

 

施設 原単位 施設管理課 

市 
 

長 
 

部 
 

局 
 

等 

向陽台支所 延床面積あたり 向陽台支所 

農民研修センター 〃 東部支所 

支笏湖市民センター 〃 支笏湖支所 

北コミュニティセンター 

〃 市民生活課 

中心街コミュニティセンター 

北新コミュニティセンター 

鉄東コミュニティセンター 

中央コミュニティセンター 

富丘コミュニティセンター 

北信濃コミュニティセンター 

北桜コミュニティセンター 

祝梅コミュニティセンター 

泉沢向陽台コミュニティセンター 

東雲会館 

末広会館 

労働会館 

花園コミュニティセンター 

蘭越生活館 
〃 福祉課 

しあわせサポートセンター 

休日夜間急病センター 〃 救急医療課 

中央保育所 

開設時間あたり こども政策課 東千歳保育所 

駒里保育所 

認定こども園ひまわり 〃 認定こども園ひまわり 

せいりゅう児童館 

〃 
子育て総合支援セ

ンター 

ひので児童館 

いずみさわ児童館 

しなの児童館 
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施設 原単位 施設管理課 

市 
 

長 
 

部 
 

局 
 

等 

ほくおう児童館 

開設時間あたり 子育て総合支援セ

ンター 

しゅくばい児童館 

ほくよう児童館 

北新子育て支援センター 延床面積あたり 

美笛キャンプ場 
開設時間あたり 観光課 

ポロピナイ休憩所 

支笏湖ヒメマスふ化場 稚魚放流数あたり 観光課 

市営牧場  延床＋敷地面積あたり 農業振興課 

南21号排水機場 

運転時間あたり 農村整備課 南18号排水機場 

長都排水機場 

千歳アルカディアプラザ 延床面積あたり 企業振興課 

向陽台水泳プール 

延床面積あたり スポーツ振興課 

北斗水泳プール 

駒里水泳プール 

信濃水泳プール 

青葉水泳プール 

東水泳プール 

日の出水泳プール 

末広水泳プール 

北栄水泳プール 

北陽水泳プール 

ふれあいセンター 

青空公園スケート場 

市民スキー場 開設時間あたり スポーツ振興課 

車両センター 延床面積あたり 道路管理課 

泉郷診療所 
〃 

(市民病院事務局) 

施設課 支笏湖診療所 
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市
長
部
局
等 

消防署富丘出張所 延床面積あたり 富丘出張所 

消防署向陽台出張所 〃 向陽台出張所 

消防署西出張所 〃 西出張所 

消防署支笏湖温泉出張所 〃 支笏湖温泉出張所 

消防署祝梅出張所 〃 祝梅出張所 

水
道
局 

水道局庁舎 〃 経営管理課 

教 

育 

委 

員 

会 

駒里小中学校 

〃 企画総務課 
支笏湖小学校 

東小学校 

東千歳中学校 

埋蔵文化財センター 
延床面積×時間あたり 埋蔵文化財センター 

上長都文化財収蔵施設 

市民ギャラリー 

延床面積あたり 文化施設課 
公民館長都分館 

千歳公民館 

青少年会館 

 

※「向陽台水泳プール」「北斗水泳プール」「駒里水泳プール」「信濃水泳プール」「青葉

水泳プール」「東水泳プール」「日の出水泳プール」「末広水泳プール」「北栄水泳プー

ル」「北陽水泳プール」について、施設自体は教育委員会の所管となりますが、使用エネ

ルギーの予算管理はスポーツ振興課が行うことから市長部局等の所管施設とみなします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設 原単位 施設管理課 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコアクションプラン 

 

 

令和３年度～令和７年度 

 

 

策 定   令和３年６月 

 

 


